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令 和 ３ 年 第 ４ 回 蕨 戸 田 衛 生 セ ン タ ー 組 合 議 会 定 例 会 

 

会  期  日  程 

 

自 令和３年１１月１９日 

至 令和３年１１月２９日 
１１日間 

日程 月 日 曜日 開議時刻 会 議 名 議  事  内  容 

１ 11月19日 金 午前１０時 本 会 議 ○開  会 

○開  議 

○継続審査に対する委員長報告 

○会議録署名議員の指名 

○会期の決定 

○管理者報告 

○管理者提出議案の一括上程 

○管理者提出議案の説明 

○監査報告 

○報告第２号に対する質疑、委員 

 会付託、討論、採決 

○認定第１号、報告第３号、議案 

 第５号及び議案第６号に対する 

 質疑 

○認定第１号、議案第５号及び議 

 案第６号の委員会付託 

   本会議散会後 委 員 会 ○付託事件の審査 

２ 11月20日 土  休 会 

 

３ 11月21日 日  休 会  

４ 11月22日 月  休 会 午前10時一般質問通告受付締切 

５ 11月23日 火  休 会  

６ 11月24日 水  休 会  



７ 11月25日 木  休 会  

８ 11月26日 金  休 会  

９ 11月27日 土  休 会  

10 11月28日 日  休 会  

11 11月29日 月 午前１０時 本 会 議 ○開  議 

○一般質問 

○付託事件に対する委員長報告 

○委員長報告に対する質疑 

○討論、採決 

○閉会中の継続審査事項の委員会 

 付託 

○閉  会 
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蕨戸田組告示第９号 

令和３年１１月１２日 

 

 令和３年１１月１９日、令和３年第４回蕨戸田衛生センター組合議会（定例会）

を蕨戸田衛生センター組合議場に招集する。 

 

 

 

蕨戸田衛生センター組合 

管理者 賴 髙 英 雄 
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応招、不応招議員 

◇応招議員    ２０名 

      １番 武 下   涼 議員     ２番 宮 下 奈 美 議員 

      ３番 中 野たかゆき 議員     ４番 古 川   歩 議員 

      ５番 鈴 木   智 議員     ６番 大 石 圭 子 議員 

      ７番 保 谷   武 議員     ８番 根 本   浩 議員 

      ９番 三 輪かずよし 議員    １０番 前 川 やすえ 議員 

     １１番 スーパークレイジー君 議員    １２番 佐 藤 太 信 議員 

     １３番 むとう 葉 子 議員    １４番 三 輪 なお子 議員 

     １５番 林   冬 彦 議員    １６番 酒 井 郁 郎 議員 

     １７番 三 浦 芳 一 議員    １８番 伊 東 秀 浩 議員 

     １９番 細 田 昌 孝 議員    ２０番 榎 本 守 明 議員 

 

◇不応招議員 なし 



 

 

 

 

 

令 和 ３ 年 第 ４ 回 

 

 

 

 

蕨戸田衛生センタ ー組合議会（定例 会） 

 

 

 

 

１１月１９日（金） 
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令和３年第４回蕨戸田衛生センター組合議会定例会 第１日 

 

令和３年１１月１９日（金） 

議事日程 

 １．開  会 

 ２．開  議 

 ３．継続審査に対する委員長報告 

  ⑴ 議会運営委員会委員長 

 ４．会議録署名議員の指名 

 ５．会期の決定 

 ６．管理者報告 

 ７．管理者提出議案の一括上程 

  ⑴ 認定第１号 令和２年度蕨戸田衛生センター組合会計歳入歳出決算認定について 

  ⑵ 報告第２号 専決処分の承認を求めることについて 

  ⑶ 報告第３号 令和２年度蕨戸田衛生センター組合会計継続費精算報告書について 

  ⑷ 議案第５号 職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例 

  ⑸ 議案第６号 令和３年度蕨戸田衛生センター組合会計補正予算（第１号） 

 ８．管理者提出議案の説明 

 ９．決算認定に関する代表監査委員の報告 

 10．報告第２号に対する質疑、委員会付託、討論、採決 

 11．認定第１号、報告第３号、議案第５号及び議案第６号に対する質疑 

 12．認定第１号、議案第５号及び議案第６号の委員会付託 

 13．散  会 
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令和３年１１月１９日（金） 

◇出席議員 （１９名） 

   １番 武 下   涼 議員     ２番 宮 下 奈 美 議員 

   ３番 中 野たかゆき 議員     ４番 古 川   歩 議員 

   ５番 鈴 木   智 議員     ６番 大 石 圭 子 議員 

   ７番 保 谷   武 議員     ８番 根 本   浩 議員 

   ９番 三 輪かずよし 議員    １０番 前 川 やすえ 議員 

  １１番 スーパークレイジー君 議員    １２番 佐 藤 太 信 議員 

  １３番 むとう 葉 子 議員    １４番 三 輪 なお子 議員 

  １５番 林   冬 彦 議員    １６番 酒 井 郁 郎 議員 

  １７番 三 浦 芳 一 議員    １８番 伊 東 秀 浩 議員 

  １９番 細 田 昌 孝 議員 

 

◇欠席議員 （１ 名） 

  ２０番 榎 本 守 明 議員 

 

◇職務のため出席した者 

石塚 千明 書 記   

 

◇説明のため出席した者 

賴髙 英雄 管 理 者 今井 良助 代表監査委員 

菅原 文仁 副 管 理 者 阿部 泰洋 嘱 託 

奥田 純子 会計管理者 小谷野賢一 嘱 託 

渡辺 靖夫 事 務 局 長 吉野 博司 嘱 託 

山本 義幸 次 長 栗原  誠 嘱 託 

木村 和正 総 務 課 長 東口 俊博 嘱 託 
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令和３年第４回蕨戸田衛生センター組合議会

定例会会議録第１号 

 

令和３年１１月１９日（金曜日） 

午前１０時００分開会 

 

◎開会と開議の宣告 

○三輪なお子議長 ただいまより、令和３年

第４回蕨戸田衛生センター組合議会定例会

を開会いたします。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎議事日程の報告 

○三輪なお子議長 本日の議事日程につきま

しては、お手元にお配りしたとおりであり

ますので、ご了承願います。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎議会運営委員会委員長報告 

○三輪なお子議長 最初に、議会運営委員会

委員長の報告を求めます。 

  議会運営委員会委員長 ６番 大石圭子

議員。 

〔６番 大石圭子議員 登壇〕 

○６番 大石圭子議員 おはようございます。 

  令和３年第４回蕨戸田衛生センター組合

議会定例会に係る議会運営委員会を去る

１１月１６日に開催いたしました。 

  その決定事項についてご報告申し上げま

す。 

  お手元に会期日程（案）及び議事日程を

お配りしておりますので、ご参照をお願い

いたします。 

  まず、会期日程でございますが、蕨市、

戸田市の日程並びに提出議案等を勘案し、

本日１１月１９日から１１月２９日までの

１１日間とすることに決定いたしました。 

  一般質問の発言通告は、１１月２２日午

前１０時までとする。また質疑の発言通告

は、代表監査委員の監査報告後、本会議再

開時までとする。 

  以上のとおり決定いたしました。 

  次に、議事日程でありますが、審議の結

果、お配りいたしましたとおりであります。 

  以上で議会運営委員会委員長の報告とさ

せていただきます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎会議録署名議員の指名 

○三輪なお子議長 次に、会議録署名議員の

指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第８１条の

規定により、 

   １番  武 下   涼 議員 

  １１番  スーパークレイジー君 議員 

 を指名いたします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎会期の決定 

○三輪なお子議長 次に、会期決定の件を議

題といたします。 

  お諮りいたします。 

  本定例会の会期は、ただいまの議会運営

委員会委員長の報告のとおり、本日１１月

１９日から１１月２９日までの１１日間と

いたしたいと思いますが、これにご異議ご

ざいませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○三輪なお子議長 ご異議なしと認めます。 

  よって、本定例会の会期は、１１日間と

決定いたしました。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎管理者報告 

○三輪なお子議長 次に、管理者の報告を求

めます。 

  賴髙管理者。 

〔賴髙英雄管理者 登壇〕 

○賴髙英雄管理者 おはようございます。 

  本日ここに、令和３年第４回蕨戸田衛生
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センター組合議会定例会を招集申し上げま

したところ、議員各位におかれましては、

公私とも大変お忙しい中、ご参集をいただ

き、厚く御礼を申し上げます。 

  なお、本組合議会の定例会は、年内最後

となりますが、議員の皆様には、組合業務

の円滑なる運営につきまして、特段のご協

力をいただき、重ねて感謝を申し上げます。 

  さて、本定例会に提出する案件は、決算

認定１件、報告２件、条例案１件、予算案

１件の５件であります。 

  慎重なるご審議の上、ご認定、ご議決く

ださいますようお願い申し上げます。 

  それでは、これから前定例会後の主なる

事項について、ご報告申し上げます。 

  最初に、蕨戸田衛生センター組合規約の

変更について申し上げます。 

  この組合規約は、本組合を設立するに当

たり、蕨市並びに戸田市において議会、執

行機関及び負担する経費などについて法律

に基づき定めたものであり、両市の議会に

おいて協議・議決を得て埼玉県に設置の認

可申請を行い、許可を受けたものでありま

す。 

  このたび戸田市が実施いたしました戸田

市美女木向田地区の住所整理事業に伴い、

本組合の住所表記が変更となりましたので、

組合規約に定めている事務所の位置を変更

したものであります。 

  表記は、戸田市大字美女木９７８番地か

ら戸田市美女木北１丁目８番地の１となり、

本年１１月１日からの変更となりました。 

  この変更に伴い、埼玉県への組合規約変

更の届出に併せ、条例１件の改正を専決処

分で行いました。 

  なお、本件につきましては、本議会にお

いてご報告し、ご承認をお願いするもので

あります。 

  次に、例年実施しておりますダイオキシ

ンの測定結果について申し上げます。 

  まず、環境への影響が大きいごみを焼却

した際の煙突からの排ガスでありますが、

Ａ号炉０．００８２ナノグラム、Ｂ号炉

０．００４ナノグラム、Ｃ号炉０．１４ナ

ノグラムという結果となり、ダイオキシン

類対策特別措置法の規制値である５ナノグ

ラムを大幅に下回っており、安定した数値

が維持されております。 

  Ａ号炉とＢ号炉の数値が大幅に低くなっ

ておりますが、これは令和２年度の基幹的

設備改良工事において、排ガス処理設備を

最新式のものに更新した効果であり、施工

前に比べて大気中に放出されるダイオキシ

ン類を９０％以上削減することができまし

た。 

  なお、Ｃ号炉につきましては、現在更新

工事を施工中であり、完了予定の令和４年

１月２１日以降は、Ａ号炉、Ｂ号炉と同様

にダイオキシン類の排出を削減し、環境へ

の影響の低減化に寄与するものと考えてお

ります。 

  また、土壌中のダイオキシンにつきまし

ては、測定箇所をさいたま市の中学校の敷

地内２か所、組合敷地内５か所に加え、本

年度より戸田市美女木２丁目にあります外

仲田公園を追加し、合わせて８か所のサン

プリングを行いました。 

  数値につきましては、南浦和中学校は

１１ピコグラム、内谷中学校は３．１ピコ

グラム、組合敷地内は１４ピコグラムから

５７０ピコグラム、外仲田公園は５２ピコ

グラムという結果となりました。 

  測定結果については、全て環境省の環境

対策基準値とされる１，０００ピコグラム

以下となっております。 

  次に、本年度４月から９月までの上半期
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のごみの搬入状況について申し上げます。 

  本年度の上半期は、新型コロナウイルス

感染症の感染拡大に伴い、４月の緊急事態

宣言発令に始まり、以降、まん延防止等重

点措置地域の地域指定を含め、ほぼ全ての

期間、規制のある中での市民生活や事業活

動が強いられたことから、ごみの搬入も影

響を受けました。 

  まず、基幹的設備改良工事に伴い、川口

市に直接搬入した処理委託分４５４トンを

含めた生活系可燃ごみの搬入量は１万

６，７６３トンとなり、前年同期と比較し

て３０７トン、率にして１．８％の減少と

なりましたが、コロナ禍前の令和元年度と

の比較では２５１トン、率にして１．５％

の増加となっております。 

  一方で、事業系可燃ごみについては

９，６９１トンとなり、前年同期と比較し

１９７トン、率にして２．０％の減少、ま

た令和元年度との比較では１，０９５トン、

率にして１０．２％の減少となり、２年続

けての減少となりました。 

  可燃ごみ合計では２万６，４５４トンと

なり、前年同期と比較して５０４トン、率

にして１．９％の減少、令和元年度との比

較では８４４トン、率にして３．１％の減

少という結果でありました。 

  可燃ごみ以外の生活系ごみでは、前年同

期と比較して、粗大ごみが８９トン、率に

して８．５％、不燃ごみでは１２２トン、

率にして１１．２％といずれも大きく減少

しましたが、令和元年度との比較では、粗

大ごみが７．７％、不燃ごみが７．２％の

増加となっております。 

  また、リサイクルプラザに搬入されまし

た資源ごみでは、プラスチック類、ガラス

びん類、金属缶類及び紙類では１．０％か

ら３．７％減少したものの、ペットボトル

に限っては４．０％増え、依然として増加

傾向にあります。 

  資源ごみ全体での搬入量は３，０８３ト

ンとなり、前年同期と比較し２０トン、率

にして０．７％の減少となりましたが、令

和元年度と比較すると２４８トン、率にし

て８．８％の増加となっております。 

  この結果、ごみの総搬入量は３万１，５１０

トンとなり、前年同期との比較では７８６

トン、率にして２．４％の減少となってお

ります。 

  また、令和元年度との比較では５１９ト

ン、率にして１．６％の減少となりました。 

  以上のとおり本年度上半期のごみの搬入

状況について、ごみの種類別に見ると、最

も搬入量の多い生活系の可燃ごみをはじめ、

ほとんどの種別で令和２年度の搬入量の増

加が令和３年度には減少に転じたものの、

コロナ禍以前の令和元年度の搬入量までは

減少していません。 

  これと異なり事業系の可燃ごみでは、令

和２年度、３年度と継続して減少を続けて

おり、生活系の可燃ごみも減少したことか

ら、可燃ごみ全体では、令和元年度よりも

さらに少ない搬入量となりました。 

  ごみの総搬入量の約８４％を占める可燃

ごみの搬入量が減少した影響は大きく、ご

みの総搬入量は、令和２年度の増加から一

転、令和３年度の上半期の時点では、令和

元年度の搬入量をも下回りました。 

  なお、資源ごみのうちペットボトルにつ

きましては、令和２年度に続き唯一令和３

年度も増加しております。 

  このように現状では、ごみの総搬入量が

減少するという状況となっておりますが、

緊急事態宣言やまん延防止等重点措置など

による経済的影響を伴う規制がほぼ解除さ

れたことから、今後の事業系可燃ごみの増
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加が懸念されます。 

  いずれにいたしましても、各家庭や事業

所から排出されるごみの増減につきまして

は、新型コロナウイルス感染症の感染動向

に大きく左右されることが想定されること

から、今後もごみの処理に支障を来すこと

のないよう、搬入状況に注視し、対応して

まいります。 

  次に、回収されました主なる資源物の売

払いの今年度３回目となる１０月から１２

月分までの入札結果について申し上げます。 

  各品目の１キログラム当たりの単価は、

スチール缶５２円８０銭、アルミ缶２４８

円３８銭、ペットボトル７１円５０銭、破

砕鉄３８円１銭６厘、焼却鉄１２円２２銭

１厘となりました。 

  これは今年度２回目の７月から９月分の

契約価格と比較いたしますと、取扱量が多

いペットボトルは２７．０％、アルミ缶は

９．５％上昇したほか、その他の品目につ

いても０．６％から３．７％価格が上昇い

たしました。 

  なお、スチール缶及びアルミ缶の１キロ

グラム当たりの単価は、前年度同期のほぼ

倍となっており、売払いを初めて以来最高

額となったほか、その他の品目ついても高

値を維持しております。 

  ９月末時点での調定額で比較すると、令

和２年度の約４，９００万円に対し、令和

３年度は８，４３０万円と７２％増加して

おり、本年度の回収資源売払金は、全体的

に好調に推移しております。 

  最後に、再生家具の販売について申し上

げます。 

  例年６月に開催しておりました展示販売

は、戸田市が新型コロナウイルス感染症の

まん延防止等重点地域に指定されたことか

ら中止したことを８月定例会でご報告いた

しましたが、このたび感染リスクを抑えた

上で再生家具販売を実施するため、インタ

ーネットを活用した入札販売を試行いたし

ました。 

  組合のホームページ上に販売する家具の

写真や寸法などの情報を掲載し、メールに

よる入札としたもので、蕨、戸田両市のツ

イッターなどのＳＮＳから情報の発信を行

いました。 

  １回目は９月２２日から９月２８日まで

の期間で実施し、５０点中１４点が、２回

目は１０月２７日から１１月２日まで実施

し、５０点中１１点が落札されました。 

  なお、新型コロナウイルスの感染状況が

落ち着いていることから、例年どおりの手

法による展示販売は、感染対策を徹底した

上で１１月８日から１１月１３日までの期

間で開催いたしました。 

  今回の展示品の総数は２５０点ほどで、

そのうち１３６点が落札され、再利用され

ることとなりました。今回はインターネッ

トでの販売と通常の展示での販売を別々に

実施いたしましたが、今後につきましては、

今回試行的に行ったインターネットでの販

売と通常の展示販売による課題を整理し、

一人でも多くの方に再生家具の販売を知っ

ていただくとともに、もっと多くの方に再

生家具を利用してもらうため取り組んでま

いりたいと考えております。 

  以上、管理者報告といたします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎管理者提出議案の一括上程 

○三輪なお子議長 これより管理者提出議案

の上程に入ります。 

  今議会に提出された議案は、決算認定１

件、報告２件、条例案１件、予算案１件の

計５件であります。 

  件名を書記が朗読いたします。 
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〔書記朗読〕 

  認定第１号 令和２年度蕨戸田衛生セン 

        ター組合会計歳入歳出決算 

        認定について 

  報告第１号 専決処分の承認を求めるこ 

        とについて 

  報告第２号 令和２年度蕨戸田衛生セン 

        ター組合会計継続費精算報 

        告書について 

  議案第５号 職員の服務の宣誓に関する 

        条例の一部を改正する条例 

  議案第６号 令和３年度蕨戸田衛生セン 

        ター組合会計補正予算（第 

        １号） 

○三輪なお子議長 以上、朗読いたしました

管理者提出議案を一括して議題といたしま

す。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎管理者提出議案の説明 

○三輪なお子議長 提出者の説明を求めます。 

  賴髙管理者。 

〔賴髙英雄管理者 登壇〕 

○賴髙英雄管理者 それでは、最初に認定第

１号「令和２年度蕨戸田衛生センター組合

会計歳入歳出決算認定について」、ご説明

申し上げます。 

  本認定に当たりましては、監査委員の

方々には、去る８月３０日に決算書、附属

書類及び帳簿等について慎重なるご審議を

賜り、本定例会にご提案できましたことを

改めまして本席より感謝申し上げます。 

  また、両市の議員の皆様には、令和２年

度の予算の執行に当たり、格別なるご指導

を賜り、組合の業務が円滑に運営され、所

期の目的を達成できましたことに対し、重

ねて感謝申し上げる次第であります。 

  つきましては、ここに監査委員の決算審

査意見書を付して認定をお願いするもので

あります。 

  それでは、決算の概要についてご説明申

し上げます。 

  まず、歳入歳出予算のそれぞれの総額

４０億１，７６３万２，０００円に対しま

して、歳入決算額は４０億７，５５２万

２，６０４円、執行率は１０１．４％であ

ります。 

  一方、歳出につきましては、３９億

１，４０２万１，２０９円、執行率は９７．４％

であります。 

  歳入歳出差引額は１億６，１５０万

１，３９５円となり、全額を翌年度に繰り

越しすることとなりました。 

  前年度と比較いたしますと、歳入は１０

億４，１３５万４，３７５円、率にして

３４．３％の大幅な増額となりました。そ

の主な要因は、基幹的設備改良事業が２年

目となり、ごみ焼却施設では３炉ある焼却

炉のうち２炉の更新工事を、し尿処理施設

では、主要設備の更新を施工したことによ

り、第３款国庫支出金及び第７款組合債が

増額となったことによるものであります。 

  また、歳出についても９億９，３５１万

７，６５７円、率にして３４．０％の大幅

な増額となりました。その主な要因は、こ

ちらも基幹的設備改良事業に伴い、第３款

衛生費の支出が増額となったことによるも

のであります。 

  なお、詳細につきましては、事務局から

説明いたしますので、お聞き取りをお願い

申し上げます。 

  次に、報告第１号の「専決処分の承認を

求めることについて」ご説明申し上げます。 

  この報告は、塵芥し尿処理場の設置、名

称及び位置を定める条例の一部を改正する

条例について、専決処分を行いましたので、

承認を求めるものであります。 
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  戸田市が実施いたしました組合の所在地

であります戸田市美女木向田地区の住所整

理事業に伴い、組合の位置の表記が埼玉県

戸田市大字美女木９７８番地から埼玉県戸

田市美女木北１丁目８番地の１へと令和３

年１１月１日から変更となり、本定例議会

前であったことから、条例中に定めており

ます位置の改正を専決処分で行ったもので

あります。 

  次に、報告第２号「令和２年度蕨戸田衛

生センター組合会計継続費精算報告書につ

いて」申し上げます。 

  基幹的設備改良事業のうち、令和元年度

及び令和２年度の継続事業でありましたし

尿処理施設の工事が令和２年度に完了いた

しましたので、継続費の精算について、地

方自治法施行令第１４５条第２項の規定に

より報告するものであります。 

  令和元年度は、ポンプ類や電気設備など

の更新費用として５，５４７万６，０２５

円、令和２年度は脱水処理設備、脱臭設備

及び計装設備の更新費用として２億４，１５２

万３，９７５円を支出いたしました。 

  合計で２億９，７００万円となり、財源

内訳は国からの交付金が１億３，７８６万

２，０００円、地方債が１億５，１４０万

円、一般財源が７７３万８，０００円とな

り、支出額、財源内訳ともに計画どおりの

執行となっております。 

  次に、議案第５号「職員の服務の宣誓に

関する条例の一部を改正する条例につい

て」申し上げます。 

  今回の改正は、国が進めるデジタル社会

実現のため、国、地方公共団体ともに書面

主義、押印の原則、対面主義の見直しが求

められており、地方公共団体においても積

極的に見直しについての取り組むようにと

の国からの通知がありました。それを踏ま

え、条例において定めている職員の服務に

関する宣誓について、所要の改正を行おう

とするものであります。 

  改正の内容は、新規採用職員が行う服務

の宣誓に関し、任命権者等の面前において

宣誓書に署名することとしていたものを宣

誓書を任命権者に提出するものに改め、併

せて宣誓書への押印を要さないこととする

ものであります。 

  次に、議案第６号「令和３年度蕨戸田衛

生センター組合会計補正予算（第１号）」

について申し上げます。 

  今回の補正予算は、歳入歳出予算の総額

にそれぞれ１，１４１万６，０００円を追

加し、補正後の歳入歳出予算額を３２億

５１３万４，０００円にしようとするもの

であります。 

  まず、歳出につきましては、第２款総務

費では、第１目一般管理費の１１節役務費

の手数料を３９万９，０００円増額してお

ります。組合が認証取得しておりますＩＳ

Ｏ１４００１の年１回の定期審査につきま

しては、令和２年度分の定期審査が新型コ

ロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、本

年６月に延期となったことから、今年度内

に二度の定期審査を受ける必要が生じたた

め、増額するものであります。 

  第３款衛生費では、第２目塵芥処理費で

１０節需用費の修繕料１，０００万円を増

額しております。現時点で今後の緊急修繕

等に対応するには予算残高が少ないことか

ら、ごみ焼却施設の健全性を担保し、安定

した運転管理を確保するため増額するもの

であります。 

  また、第４目リサイクル促進費では、

１２節委託料を１０１万７，０００円増額

しております。リサイクルプラザへのペッ

トボトルの搬入量の増加に伴い、業務委託
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の作業状況が逼迫していることから、作業

量の増に伴う超過勤務分の費用を増額する

ものであります。 

  次に、歳入につきましては、第５款繰越

金を１，１４１万６，０００円増額し、財

源の調整を図っております。 

  以上でご説明を終わらせていただきます。 

○三輪なお子議長 続いて、事務局長に詳細

説明を求めます。 

  渡辺事務局長。 

〔渡辺靖夫事務局長 登壇〕 

○渡辺靖夫事務局長 おはようございます。 

  私からは、認定第１号「令和２年度蕨戸

田衛生センター組合会計歳入歳出決算認

定」の詳細につきまして、ご説明いたしま

す。 

  お手元の歳入歳出決算書の事項別明細書

によりご説明いたしますので、７ページを

お開きください。 

  まず歳入からご説明いたします。 

  第１款分担金及び負担金のうち第１目組

合分担金は、組合規約及び施設整備基金条

例の規定に基づき１３億５，５２２万

３，０００円を収入いたしました。内訳と

いたしましては、蕨市が５億８，２９９万

３，０００円、分担率は４３．０％、戸田

市が７億７，２２３万円、分担率は５７．０％

でございました。前年度に比べ蕨市が

１，６６３万７，０００円、戸田市が９１４

万円、総額で２，５７７万７，０００円、

１．９％の減少となりました。 

  うち組合運営の経費である１節組合分担

金は１３億１，５２２万３，０００円で、

蕨市が５億６，２９９万３，０００円、分

担率４２．８％、戸田市が７億５，２２３

万円、分担率が５７．２％をそれぞれ負担

いただきました。 

  また、将来の施設整備費用の積立てであ

る２節施設整備基金分担金は、前年度に比

べ６，０００万円少ない４，０００万円で、

蕨市、戸田市ともに２，０００万円ずつを

負担いただいております。 

  次に、第２款使用料及び手数料、第１目

手数料は、事業系可燃ごみと浄化槽汚泥の

処分手数料で、４億１，９５５万５，９５０

円となり、前年度比５９３万４，６７４円、

率にして１．４％の増収でございました。 

  令和２年度は、新型コロナウイルス感染

症の感染拡大により営業自粛や時間短縮営

業の要請をはじめ多くの企業が経済活動に

様々な制約を受けました。そのため事業系

ごみの搬入量は１万８，７７７トンとなり、

前年度比で１，５１６トン、率にして７．５％

と大幅に減少し、近年の増加傾向から５年

ぶりに減少に転じました。 

  令和元年度の事業系ごみの処分手数料の

増額改定は、１０月搬入分から実施したた

め改定の効果は下半期分に限られるため、

前年度比較は増収となりましたが、搬入減

少量に手数料単価を乗じた理論計算上は約

３，３３５万円相当の減収であることから、

組合運営への影響は少なくありませんでし

た。 

  次ページをお開きください。 

  第３款国庫支出金、第１目衛生費国庫補

助金では、国から１０億２，４９４万

７，０００円の交付を受けました。基幹

的設備改良工事に係る事業費のうち補助対

象事業費の２分の１が交付されたもので、

前年度よりも事業費が増えたため、交付額

も６億１，９２６万円増加しております。 

  また、第４款財産収入、第１目利子及び

配当金では、施設整備基金を定期預金で資

金運用した運用益１４９万５，４６６円を

計上いたしました。 

  第５款繰越金は１億１，３６６万４，６７７



－12－ 

円で、前年度比９６９万１，４８７円の増

加でございました。 

  ９ページをご覧ください。 

  第６款諸収入は１億５，４４３万６，５１１

円で、前年度に比べ２，１５９万１，２６８

円、率にして１２．３％の減収となりまし

た。 

  第１目回収資源売払金は１億２，２０９

万８，０７４円で、前年度比６８１万３１９

円、率にして５．３％の減少となりました。

令和２年度は新型コロナウイルス感染症の

感染拡大に伴い、在宅者、在宅時間が増え

たことから、各ご家庭から排出されるごみ

の量が増加し、リサイクル可能な資源物の

搬入でも雑紙など一部の品目を除き増加い

たしました。そのため多くの品目で前年度

に比べ増収となりましたが、ペットボトル

では前年度比１，４２０万７，６４６円と

大幅な減少となりました。市場価格の下落

により１キロ当たりの売払平均単価は２７

円となり、前年度の平均単価５５．１９円

の半値以下となったためで、この影響によ

り回収資源売払金全体では、前年度より収

入が減少する結果となりました。 

  第２目電力売払収入は、ごみ焼却により

発電した電力で、施設の運営に必要な電力

を賄った上で余剰となった夜間や日曜日な

どの電力を売却したもので、前年度比

１，１６７万９，８５０円増の２，３０７

万９，８８０円でございました。現在施工

中の基幹的設備改良工事において、機器類

を省エネルギータイプのものに更新したこ

となどにより売却電力量が増え、収入が倍

増いたしました。 

  第３目弁償金は、福島原子力発電所事故

に関連し、最終処分場に提出を義務づけら

れました焼却灰の放射性物質濃度の測定費

用相当額を損害賠償金として収入したもの

でございます。 

  次ページをお開きください。 

  第４目雑入は９２１万９，０７４円を収

入いたしました。蕨・戸田の両市がごみの

収集運搬業務を委託している２事業者に対

する収集運搬車両の駐車場及び仮設事務所

用地の土地使用料として収納したほか、組

合ホームページへの広告掲載料などを計上

してございます。 

  第７款組合債、第１目衛生費では、前年

度に比べ４億５，３７０万円増の１０億

６２０万円となりました。ごみ焼却施設及

びし尿処理施設に係る基幹的設備改良工事

の事業費として財務省から１億１，５９０

万円を利率０．０４％で、埼玉りそな銀行

からは８億９，０３０万円を利率０．１５％

で借入れいたしました。 

  以上により令和２年度の歳入合計は４０

億７，５５２万２，６０４円となり、前年

度と比較して１０億４，１３５万４，３７５

円、率にして３４．３％の大幅な増加とな

りました。 

  主な増加要因といたしましては、基幹的

設備改良事業に係る事業費の増加に連動し

た国庫支出金及び組合債の増加でございま

す。 

  続いて、歳出についてご説明いたします

ので、１１ページをご覧ください。 

  まず第１款議会費は、議員２０名の報酬

をはじめ組合議会の運営に要した経費

で１，４７０万６，９９３円を支出いた

しました。 

  次ページをお開きください。 

  第２款総務費では２億４，２９８万

９，７９７円を執行いたしました。 

  第１目一般管理費は、特別職の報酬及び

職員の人件費のほか、組合の管理運営に要

した経費で２億４，２４５万６，９４１円
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と前年度比３，１４４万６，８８７円、率

にして１１．５％の減少となりました。 

  それでは、主なものをご説明いたします。 

  １節報酬から４節共済費までは、正副管

理者及び事務局次長を除いた職員２４名の

人件費で、１億９，７０１万６，８８４円

となり、前年度に比べ３，５８２万８，６７７

円減少いたしました。 

  主な減少要因といたしましては、定年退

職職員が前年度の２名から１名に減少した

ため、退職手当の支給額が２，５３８万

３，６０４円減少したこと及び全職員２５

名中の再任用職員が２名から４名へと２名

増加したことなどでございます。 

  １３ページをご覧ください。 

  １２節委託料では、管理運営上必要な経

常的な業務を中心に１３件の委託を１，９９９

万９，６３６円で執行いたしました。うち

文書管理システム導入業務委託は、旧シス

テムの保守終了及び老朽化したシステムを

新たにクラウド型の文書管理システムに更

新した経費でございます。 

  次ページをご覧ください。 

  １８節負担金補助及び交付金につきまし

ては、戸田市の現職職員を次長級職員とし

て受け入れるための職員派遣負担金のほか、

業務に関連する団体への負担金などを支出

いたしました。 

  １５ページをご覧ください。 

  ２６節公課費の汚染負荷量賦課金につき

ましては、公害健康被害者を救済するため

の補償制度に係る負担金でございます。 

  第２目公平委員会費では、委員会に付託

する案件がございませんでしたので、全額

不用額といたしました。 

  第２項監査委員費は、監査に要した経費

として例月出納検査及び決算審査１回、定

期事務監査３回の開催に係る費用５３万

２，８５６円を執行いたしました。 

  次ページをお開きください。 

  第３款衛生費の支出額は３５億５，６９９

万６，９７５円で、前年度比１１億１，４７９

万４，３８２円、率にして４５．６％の大

幅な増加となりました。 

  第１目清掃総務費では１億１，００９万

２９５円の支出となり、前年度に比べ

１，６１６万８，５３６円、１２．８％の

減少となりました。 

  主な支出は、１０節需用費のうちの光熱

水費７，２８４万４，８４０円で、主に施

設の運転などに係る電力料金でございます。 

  なお、令和２年度はごみ焼却に伴う自家

発電によってごみ処理に必要な電力の９０．５％

を賄うことができました。また、残りの外

部調達電力につきましても、東京電力でな

く、特定規模電気事業者である荏原環境プ

ラント株式会社から購入することにより

５２１万２，７６３円を削減いたしました。 

  そのほか１２節委託料のうち分析委託で

は、環境管理に万全を期すため、関係法令

等に基づきダイオキシン類や放射性物質な

どの測定、分析を７１６万１，０００円で

実施いたしました。 

  １４節工事請負費では、計量法の規定に

基づき計量器の点検整備を行いました。 

  １７ページをご覧ください。 

  １８節負担金、補助及び交付金では、焼

却灰の搬出先自治体への環境保全協力金な

どを支出しています。 

  第２目塵芥処理費では、ごみ焼却施設及

び粗大ごみ処理施設におけるごみの中間処

理に要する経費として８億８，５２５万

３，７２０円を執行いたしました。 

  １２節委託料では４億８，４５１万

９，４７５円を執行しました。うち焼却灰

等埋立処分委託は、焼却炉から排出される
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ばいじんをセメントで固めた固化灰の埋立

処分に係る委託で、群馬県草津町の処分場

で１，５６８トン、山形県米沢市の処分場

で１，７０７トン、合計３，２７５トンを

埋立処分いたしました。前年度に比べ１７７

トン、率にして５．１％、委託金額で４９３

万１，１４４円減少いたしました。 

  主な減少理由は、基幹的設備改良工事に

伴い、近隣４市に委託した家庭系可燃ごみ

の処理量が前年度比４，１７０トン増加し

たことから、組合内での焼却処理量の減少

に伴い、ばいじんの発生量が減少したため

でございます。 

  また、焼却灰等資源化委託では、焼却後

の不燃物残渣の総量を栃木県日光市の施設

で７４５トン、寄居町の彩の国資源循環工

場内の施設で１，０８９トンに加え、固化

灰のうち３８４トンの合計２，２１８トン

を道路の路盤材などとして６，５０６万

６００円で資源化いたしました。 

  資源化委託でも埋立処分委託と同様に、

組合内での焼却処理量の減少により不燃物

残渣の発生量が減少したため、資源化量は

前年度比１５７トン、率にして６．６％、

委託金額で３６２万９，０６０円減少いた

しました。 

  では、次ページをお開きください。 

  １４節工事請負費は、ごみ焼却施設及び

粗大ごみ処理施設関係の補修工事８件で、

各機器の消耗品の交換及び調整、点検整備

など施設の機能維持を図るための経費とし

て２億９，２５８万２００円を執行いたし

ました。令和２年度は前年度の爆発事故に

伴う補修のような特殊な案件がなかったた

め、前年度比６，９５５万９，３５３円の

減少となりました。 

  １９ページをご覧ください。 

  第３目し尿処理費では、し尿及び浄化槽

汚泥の処理に要する経費として３，７６１

万２，５４２円を執行いたしました。 

  主な支出として、１２節委託料では、施

設運転管理等業務委託ほか２件の経常的な

業務を委託いたしました。 

  １４節工事請負費では、各機器の消耗品

の交換及び調整、点検などを実施し、機能

維持を図りました。 

  第４目リサイクル促進費は、回収された

資源物をリサイクルするため、仕分け、圧

縮梱包などの中間処理に要する経費で１億

８，７１４万６，６２１円を執行いたしま

した。 

  主な支出は、１２節委託料の施設の運転

管理業務と粗大ごみ再生業務及びガラスび

んと廃プラスチックのリサイクルに係る経

費１億３，６９４円５，７２４円でござい

ます。 

  次ページをご覧ください。 

  また、１４節工事請負費では、各種機器

類の消耗品の交換及び調整、点検など機能

維持を図るために執行したリサイクルプラ

ザ補修工事をはじめほか３件の工事を実施

いたしました。 

  第５目リサイクルフラワーセンター運営

費では５，７６２万３，６３０円を支出い

たしました。１２節で障がいのある方２０

名を含めた３５名体制で施設の運営を

５，０５７万８，０００円で委託したほか、

１４節工事請負費では、昨年度に続き温室

の補修工事を執行いたしました。 

  次に、第６目長寿命化対策費では、老朽

化した設備を再整備し、健全性の向上を図

ることによって施設のさらなる長寿命化を

実現し、蕨・戸田両市のごみ処理に万全を

期すことを目的として、令和４年度までの

継続事業の２年目として２２億７，９２７

万１６７円を執行したところでございます。
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前年度に比べ１１億８，７７２万２，７８５

円、率にして１０８．８％の大幅な増加と

なりました。 

  １２節委託料の一般廃棄物処分委託１億

３，２８８万５９２円につきましては、基

幹的設備改良工事の施工に関し、ごみの処

理に支障が生じないようにご家庭から排出

される生活系可燃ごみ処理の一部を前年度

と同様に近隣４市に業務委託いたしました。

４市へ委託した処分量は、さいたま市に

３，３２１．１５トン、川口市に１，３１２．７１

トン、朝霞市に３９３．４９トン、和光市

が３６５．０４トンの合計５，３９２．３９

トンで、生活系可燃ごみの年間排出量に対

して１６．３％に相当する量でございまし

た。 

  なお、前年度に比べ処理量が４，１７０

トン増えたため、委託金額は１億３３５万

２，７３６円、率にして３５０．０％増加

いたしました。 

  ２１ページをご覧ください。 

  １４節工事請負費では、ごみ焼却施設及

びし尿処理施設に係る基幹的設備改良工事

を２１億４，６３８万９，５７５円で施工

いたしました。令和２年度は４年間の継続

事業のうちでも主要な工事を施工したため、

前年度比１０億８，４６３万１，３５０円

と費用は倍増しております。 

  なお、し尿処理施設につきましては、前

年度の粗大ごみ処理施設に続き令和２年度

に竣工、ごみ焼却施設につきましては、令

和４年度までの継続事業を予定しておりま

す。 

  第４款公債費では、元金と利子を合わせ

て５，７８３万１，９７８円を償還いたし

ました。前年度に比べ２，９７８万８，９５８

円の減少で、決算年度末の未償還元金は、

令和２年度の借入れ１０億６２０万円を含

め１５億５，８７０万円となりました。 

  なお、平成１９年度から平成２２年度に

かけて施工した前回の焼却炉延命化工事に

係る組合債の償還は、令和２年度をもって

全て終了いたしました。 

  第５款諸支出金の第１目基金費では、将

来の施設整備に備えて４，１４９万５，４６６

円を積立ていたしました。蕨・戸田両市に

よる施設整備基金分担金４，０００万円に

加え、定期預金による資金運用益１４９万

５，４６６円を積立てしております。 

  以上、歳出合計は３９億１，４０２万

１，２０９円となり、前年度比で９億

９，３５１万７，６５７円、率にして３４．０％

と大幅に増加し、予算に対する執行率は

９７．４％でございました。 

  主な増加要因といたしましては、令和２

年度は基幹的設備改良事業のごみ焼却施設

で、全部で３炉あるごみ焼却炉のうちＡ号

炉・Ｂ号炉の２系統の改良工事を執行した

ため、第３款衛生費の支出が大きく増えた

ためでございます。 

  以上で、事項別明細書によるご説明を終

わります。 

  続いて、実質収支に関する調書について

ご説明いたしますので、２５ページをお開

きください。 

  以上、ご説明いたしましたとおり令和２

年度決算における歳入歳出差引額は１億

６，１５０万１，３９５円となり、翌年度

へ繰り越すべき財源はないことから、実質

収支額も同額の１億６，１５０万１，３９５

円となりました。 

  続いて、財産に関する調書についてご説

明いたしますので、２９ページをお開きく

ださい。 

  令和２年度は、土地と建物について財産

の増減はございませんでした。 
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  次ページをお開きください。 

  物品につきましては、消臭剤を工業用の

薬品に変更したため不要となった微生物消

臭剤培養器を除却いたしました。 

  それでは、３１ページをご覧ください。 

  最後に基金についてご説明いたします。 

  蕨戸田衛生センター組合施設整備基金は、

平成１９年度に基金条例を制定し、積立て

を始めたもので、以降蕨・戸田両市からの

施設整備基金分担金や運用益を積み増し、

決算年度末での残高は１２億８，９１４万

１，５３６円となりました。決算年度末時

点で全額を定期預金として資金運用中でご

ざいます。 

  以上で、決算の説明を終わりますが、決

算の資料といたしまして、参考資料１から

４のほか、Ａ３判１枚の決算の概要と財務

書類を作成しておりますので、ご参照いた

だきますようお願いいたします。 

  説明は以上でございます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎決算認定に関する代表監査委員の

報告 

○三輪なお子議長 ここで大変お忙しい中、

今井良助代表監査委員にご出席をいただい

ておりますので、決算審査の経過並びに結

果についてご報告をお願いいたします。 

  今井良助代表監査委員。 

〔今井良助代表監査委員 登壇〕 

○今井良助代表監査委員 おはようございま

す。 

  これより令和２年度蕨戸田衛生センター

組合会計の決算審査について報告いたしま

す。 

  審査は、地方自治法第２３３条第２項の

規定に基づき管理者より決算書及び法律に

定める書類の提出を受け、去る８月３０日

に実施いたしました。 

  審査の結果、決算書及び法律に定める書

類は、いずれも法令に準拠して作成され、

その計数は正確であり、また予算執行につ

いても適正であると認められました。 

  令和２年度の決算額は、歳入が４０億

７，５５２万２，６０４円、歳出が３９億

１，４０２万１，２０９円となり、歳入歳

出差引額の１億６，１５０万１，３９５円

は、翌年度会計に繰り越しとなっておりま

す。 

  前年度決算額と比較しますと、歳入、歳

出ともに約３４％の増額となっていますが、

これは施設の長寿命化を目的とした基幹的

設備改良事業の４か年の計画期間中、令和

２年度が事業規模の最も大きな年度であっ

たことによるものでした。工事期間中の生

活系可燃ごみの処理については、近隣の４

市に委託し滞りなくできましたが、翌年度

以降も市民生活に影響ないよう進めていた

だきたいと思います。 

  次に、ごみの搬入状況を前年度と比較し

ますと、新型コロナウイルス感染症の感染

拡大による営業自粛や時短要請などの経済

活動の制約により事業系ごみが減少した一

方、在宅時間や在宅勤務の増加により家庭

からの生活系ごみは増加したとのことでし

た。この状況が感染症の拡大という特殊な

理由によるものであることを踏まえ、今後

の動向を注視しながら引き続き減量化や資

源化に必要な施策を蕨市、戸田市及び組合

の３者が連携し、市民や事業者の協力と理

解を得ながら推進してください。 

  組合の各施設は、蕨、戸田市民の衛生的

で快適な暮らしに必要不可欠なものであり、

安全で安定した稼働が求められます。その

ために施設の維持管理やごみの処理に多く

のコストを必要としますが、運営に当たっ

ては全ての職員が常にコスト意識を持つと
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ともに、近年頻発している自然災害による

災害ごみの対応など新たな課題に取り組み、

中長期的な視点と市民感覚を持ち、健全で

効果的な運営に努めてください。 

  以上、申し上げました内容の詳細につき

ましては、お手元の決算審査意見書のとお

りでございますので、ご確認いただければ

と存じます。 

  以上をもちまして、決算審査の報告とい

たします。 

  以上。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎休憩の宣告 

○三輪なお子議長 質疑通告受付のため、暫

時休憩いたします。 

 

午前１０時５６分休憩 

午前１０時５６分再開 

 

◎再開の宣告 

○三輪なお子議長 休憩前に引き続き、会議

を開きます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎報告第２号に対する質疑、委員会

付託、討論、採決 

○三輪なお子議長 これより報告第１号「専

決処分の承認を求めることについて」に対

する質疑に入ります。 

  ただいまのところ質疑の通告はございま

せん。 

  よって、質疑なしと認めます。 

  これをもって質疑を終結いたします。 

  本件は委員会付託を省略し、直ちに討論、

採決に入りたいと思いますが、ご異議ござ

いませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○三輪なお子議長 異議なしと認め、さよう

決定いたしました。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎休憩の宣告 

○三輪なお子議長 討論受付のため、暫時休

憩いたします。 

 

午前１０時５７分休憩 

午前１０時５７分再開 

 

◎再開の宣告 

○三輪なお子議長 休憩前に引き続き、会議

を開きます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

○三輪なお子議長 報告第１号について討論

の通告がありませんので、討論を終結いた

します。 

  これより報告第１号の採決に入ります。 

  本件は承認することにご異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○三輪なお子議長 ご異議なしと認め、本件

は承認することに決定いたしました。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎認定第１号、報告第３号、議案第

５号及び議案第６号に対する質疑 

○三輪なお子議長 次に、認定第１号、報告

第２号、議案第５号及び議案第６号に対す

る質疑に入ります。 

  ただいまのところ質疑の通告はございま

せん。 

  よって、質疑なしと認めます。 

  これをもって質疑を終結いたします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎認定第１号、議案第５号及び議案

第６号の委員会付託 

○三輪なお子議長 これより委員会付託に入

ります。 

  お手元に配付してあります委員会付託一

覧表のとおり、議案第５号については、総
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務常任委員会に、認定第１号及び議案第６

号の各所管事項については、総務、業務両

常任委員会に付託いたします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎散会の宣告 

○三輪なお子議長 以上をもって本日の日程

は全部終了いたしました。 

  次回の本会議は、１１月２９日午前１０

時でございます。よろしくご参集をお願い

いたします。 

  本日はこれをもって散会いたします。 

午前１０時５８分散会 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 



 

 

 

 

 

第 １ 日 １１月１９日（金） ○委 員 会 

第 ２ 日 １１月２０日（土） ○休  会 

第 ３ 日 １１月２１日（日） ○休  会 

第 ４ 日 １１月２２日（月） ○休  会 

第 ５ 日 １１月２３日（火） ○休  会 

第 ６ 日 １１月２４日（水） ○休  会 

第 ７ 日 １１月２５日（木） ○休  会 

第 ８ 日 １１月２６日（金） ○休  会 

第 ９ 日 １１月２７日（土） ○休  会 

第１０日 １１月２８日（日） ○休  会 



 

 

 

 

 

令 和 ３ 年 第 ４ 回 

 

 

 

 

蕨戸田衛生センタ ー組合議会（定例 会） 

 

 

 

 

１１月２９日（月） 
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令和３年第４回蕨戸田衛生センター組合議会定例会 第１１日 

 

令和３年１１月２９日（月） 

議事日程 

 １．開  議 

 ２．一般質問 

 ３．付託案件に対する委員長報告 

 ４．委員長報告に対する質疑 

  ⑴ 認定第１号 令和２年度蕨戸田衛生センター組合会計歳入歳出決算認定について 

  ⑵ 議案第５号 職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例 

  ⑶ 議案第６号 令和３年度蕨戸田衛生センター組合会計補正予算（第１号） 

 ５．討  論 

 ６．採  決 

 ７．閉会中の継続審査事項の委員会付託 

 ８．閉  会 
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令和３年１１月２９日（月） 

◇出席議員 （１９名） 

   １番 武 下   涼 議員     ２番 宮 下 奈 美 議員 

   ３番 中 野たかゆき 議員     ４番 古 川   歩 議員 

   ５番 鈴 木   智 議員     ６番 大 石 圭 子 議員 

   ７番 保 谷   武 議員     ８番 根 本   浩 議員 

   ９番 三 輪かずよし 議員    １０番 前 川 やすえ 議員 

  １１番 スーパークレイジー君 議員    １２番 佐 藤 太 信 議員 

  １３番 むとう 葉 子 議員    １４番 三 輪 なお子 議員 

  １５番 林   冬 彦 議員    １６番 酒 井 郁 郎 議員 

  １７番 三 浦 芳 一 議員    １８番 伊 東 秀 浩 議員 

  ２０番 榎 本 守 明 議員 

 

◇欠席議員 （１ 名） 

  １９番 細 田 昌 孝 議員 

 

◇職務のため出席した者 

石塚 千明 書 記   

 

◇説明のため出席した者 

賴髙 英雄 管 理 者 阿部 泰洋 嘱 託 

菅原 文仁 副 管 理 者 小谷野賢一 嘱 託 

奥田 純子 会計管理者 有里 友希 嘱 託 

渡辺 靖夫 事 務 局 長 吉野 博司 嘱 託 

山本 義幸 次 長 栗原  誠 嘱 託 

木村 和正 総 務 課 長   
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令和３年第４回蕨戸田衛生センター組合議会

定例会会議録第２号 

 

令和３年１１月２９日（月曜日） 

午前１０時００分開議 

 

◎開議の宣告 

○三輪なお子議長 これより、本日の会議を

開きます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎議事日程の報告 

○三輪なお子議長 本日の議事日程につきま

しては、お手元にお配りしたとおりであり

ますので、ご了承願います。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎管理者より発言の申出 

○三輪なお子議長 次に、管理者より発言の

申出がありますので、これを許します。 

  賴髙管理者。 

〔賴髙英雄管理者 登壇〕 

○賴髙英雄管理者 おはようございます。 

  ご発言のお時間をいただきありがとうご

ざいます。 

  本議会に提出いたしました報告案件２件

の議案番号の訂正について申し上げます。 

  報告第１号「専決処分の承認を求めるこ

とについて」及び報告第２号「令和２年度

蕨戸田衛生センター組合会計継続費精算報

告書について」の以上、報告２件について、

報告第１号を報告第２号に、報告第２号を

報告第３号に、それぞれ１号繰り下げます

ので訂正をお願い申し上げます。 

  なお、訂正いたしました議案については、

お手元に配付しておりますので、ご確認を

お願い申し上げます。 

  今後このようなことがないよう、徹底し

てまいります。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎一般質問 

○三輪なお子議長 これより一般質問に入り

ます。 

  一般質問の通告がありませんので、一般

質問を終結いたします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎付託事件に対する委員長報告 

○三輪なお子議長 続いて、管理者提出議案

を議題といたします。 

  各常任委員会委員長から審査の経過並び

に結果について報告を求めます。 

  総務常任委員会委員長 １８番 伊東秀

浩議員。 

〔１８番 伊東秀浩議員 登壇〕 

○１８番 伊東秀浩議員 皆さん、おはよう

ございます。 

  ただいまから総務常任委員会委員長報告

を行います。 

  去る１１月１９日の本会議において、当

委員会に付託されました案件について、そ

の審査の経過概要と結果についてご報告申

し上げます。 

  当委員会に付託されました案件は、決算

認定１件、条例案１件、補正予算案１件の

３件であります。 

  最初に、認定第１号「令和２年度蕨戸田

衛生センター組合会計歳入歳出決算認定に

ついて」中、当委員会所管事項について申

し上げます。 

  質疑は款ごとに行い、まず歳入の部につ

いて質疑に入り、第３款国庫支出金につい

て委員より、令和２年度において粗大ごみ

処理施設に係る交付金がないのは、施設の

整備状況によるものであり、交付金の申請

をしていないかとの質疑があり、事務局よ

り、粗大ごみ処理施設については、令和元

年度の交付金として国に申請し、受けてお

り、令和２年度は、ごみ焼却施設及びし尿
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処理施設について、国からの交付金等を受

けている。二酸化炭素排出抑制対策事業費

等補助金については、環境省の所管である

が、実際の交付手続は一般社団法人廃棄物

処理施設技術管理協会が行っているため、

名称が交付金ではなく、補助金となってい

る。 

  また、し尿処理施設は、循環型社会形成

推進交付金として国から直接受けている。

令和元年度に粗大ごみ処理施設で受けた二

酸化炭素排出抑制対策事業費等交付金と内

容は変わらないとの説明がありました。 

  さらに、委員より、複数ある国の交付金

や補助金から、今回の交付金等を選択した

経緯について質疑があり、事務局より、国

の交付金等については、全て調べており、

まず大枠として循環型社会形成推進交付金

があるが、その中で条件を確認し、選択し

ている。交付に当たっては、し尿処理施設

の循環型社会形成推進交付金については、

二酸化炭素を２０％削減すること。また、

ごみ焼却施設に係る二酸化炭素排出抑制対

策事業費補助金では、５％の削減により２

分の１の交付率となっており、最も条件の

よいものを選択したとの説明がありました。 

  第６款諸収入について、委員より、電力

使用料と土地使用料の内訳について質疑が

あり、事務局より電力使用料については、

設置されている自動販売機で使用する電力、

工事現場事務所で使用する電力、その他東

京電力が設置している通信端末装置で使用

する電力に係るものである。また、土地使

用料については、組合が使用していない土

地について、蕨市及び戸田市から両市内の

ごみの収集運搬を委託されている２業者の

収集車両の駐車場及び仮設事務所の土地と

して貸し出しているとの説明がありました。 

  また、委員より、基幹的設備改良事業に

係る起債の償還期間を１０年に設定した経

緯と今回の事業で改修した施設を今後何年

間使う予定であるかとの質疑があり、事務

局より、基幹的設備改良工事については、

国からの交付金と補助金を受けており、交

付の条件として、最低１０年は施設を使う

というものがあり、これに合わせて償還年

数を設定している。施設の寿命については、

今後の施設整備に係る検討もあるが、最低

で１０年は使うことを考えているとの説明

がありました。 

  さらに、委員より、今回の工事により長

く使える可能性があるので、より長い受益

期間に見合った償還期間を設定することが

できたのではないかとの質疑があり、事務

局より、償還年数は１０年として当初から

考えていた。借入れの利率も低く有利であ

り、施設の寿命を考慮すると、１０年が最

適であると判断したとの説明がありました。 

  続いて、歳出の部に入り、質疑に入り、

第２款総務費について、委員より、気候変

動や脱炭素社会などの社会的な課題がある

中で、組合職員の人材育成の方針について

質疑があり、事務局より、施設を運営して

いくために法的に必要な資格については、

複数の職員が資格を保有するように計画的

に行っている。また、公務員として必要な

知識についても外部研修を毎年計画し、実

施しているとの説明がありました。 

  また、委員より、研修内容を振り返る機

会や職場内で共有するための研修発表会な

どを実施しているのかとの質疑があり、事

務局より、研修報告会はしていないが、取

得した資格については、職務上、活かされ

ているので、上司が確認しているとの説明

がありました。 

  さらに、委員より、組合で防災対策を網

羅的に所管する部署について、また２０１８
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年の西日本豪雨災害で岡山県倉敷市のごみ

処理センターが災害ごみであふれ返って処

理が追いつかなかった事例があるが、災害

時における近隣地域との合意形成や相互支

援体制の整備状況について質疑があり、事

務局より、組合全体で取り組んでいく課題

であり、また浸水が起きた場合については

対応が難しい部分もあり、ごみの処理が滞

ることも考えられる。この場合、県内の全

市町村で構成される埼玉県清掃行政研究協

議会の相互応援体制を活用していくことに

なる。今回の基幹的設備改良工事中におけ

るごみ処理の外部委託もこの仕組を利用し

ているとの説明がありました。 

  さらに、委員より、ストレスチェック業

務委託について、その結果、課題は生じて

いないのかとの質疑があり、事務局より、

全職員を対象に実施している。職員個人の

結果は本人しか知ることができないが、職

場全体の傾向については分析しており、昨

年度については特に問題のある内容とはな

っていないとの説明がありました。 

  他の委員より、コロナ禍でのごみ収集業

務に当たっての感染対策などは、組合の災

害対策の枠組みに入っているのかとの質疑

があり、事務局より、収集業務は市の所管

であるが、処理については感染への対応を

徹底するように、各事業者に通知している

との説明がありました。 

  他の委員より、ホームページ更新等委託

料について、基幹的設備改良事業のような

省エネ化などの環境に関する取組を市民に

届けるための情報発信について、ホームペ

ージを中心に行っていると理解しているが、

組合の環境問題への取組やリサイクルフラ

ワーセンターでの高齢者や障がい者の雇用

の取組などを社会的に発信することが必要

と考えるが、どのような考え方を持ってい

るのかとの質疑があり、事務局より、組合

単独での情報発信の手段としては、ホーム

ページを活用しているが、その他、蕨、戸

田両市の広報やホームページに情報を掲載

している。また、近隣地域の住民との連絡

協議会の場において発信を行っているとの

説明がありました。 

  また、委員より、イベントや個人への花

苗の配布や再生家具の販売などの機会にセ

ンターで取り組んでいる活動について、そ

の過程が見えるような形で情報発信を積極

的に行っていくことについて要望がありま

した。 

  以上で質疑を終結し、討論、採決に入り、

討論はなく、採決の結果、認定第１号中、

当委員会所管事項について全員異議なく、

認定すべきものと決定いたしました。 

  次に、議案第５号「職員の服務の宣誓に

関する条例の一部を改正する条例」につい

て、申し上げます。 

  本案は、質疑、討論はなく、採決の結果、

全員異議なく、原案どおり可決すべきもの

と決定いたしました。 

  次に、議案第６号「令和３年度蕨戸田衛

生センター組合会計補正予算（第１号）」

中、当委員会所管事項について申し上げま

す。 

  本案は質疑、討論はなく、採決の結果、

全員異議なく、原案どおり可決すべきもの

と決定いたしました。 

  以上をもちまして、総務常任委員会に付

託を受けました案件についてのご報告を終

わります。 

○三輪なお子議長 続きまして、業務常任委

員会委員長 ６番 大石圭子議員。 

〔６番 大石圭子議員 登壇〕 

○６番 大石圭子議員 おはようございます。 

  ただいまから業務常任委員会委員長報告
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を行います。 

  去る１１月１９日の本会議において、当

委員会に付託されました案件について、そ

の審査の経過概要と結果についてご報告申

し上げます。 

  当委員会に付託されました案件は、認定

１件、予算案１件であります。 

  最初に、認定第１号「令和２年度蕨戸田

衛生センター組合会計歳入歳出決算認定に

ついて」中、当委員会所管事項について申

し上げます。 

  審査に当たりましては、説明を省略し、

目別に質疑に入りました。 

  まず、第２目塵芥処理費について、委員

より、需用費、消耗品費の脱硝用尿素水に

ついて、現在、尿素水は、国際的に需要が

逼迫している話があるが、価格が上がるな

ど、需給に影響のある薬品や物資はあるの

かとの質疑があり、事務局より、尿素水等

の薬品については、昨年度来、調達に困る

ような状況は起こっていないとの説明があ

りました。 

  次に、第４目リサイクル促進費について、

委員より、需用費の流用の内容について説

明を求める質疑があり、事務局より、これ

はリサイクルプラザのハンガードア補修と

ペットボトル圧縮梱包機補修に流用したも

のであり、どちらも緊急に対処したもので

あるとの説明がありました。 

  他の委員より、需用費の薬品費について

説明を求める質疑があり、事務局より、こ

れはリサイクルプラザプラットホームで使

用している消臭剤であるとの説明がありま

した。 

  また、委員より、消臭剤は以前使用して

いたＥＭ菌というものなのかとの質疑があ

り、事務局よりＥＭ菌は平成２８年度まで

使用していたが、１０年使用し、配管の腐

食等があった。また、工業用薬品の消臭剤

と費用等を比較検討した結果、平成２９年

度から工業用薬品の消臭剤に切替えたとの

説明がありました。 

  他の委員より、再生家具売払いのＰＲ方

法について説明を求める質疑があり、事務

局より、従来の方法では開催時期が決まっ

ていたため、両市の広報に掲載、各公共施

設にポスターを貼る、また近隣町会にチラ

シを配布するなどし、ＰＲをしていたが、

今回初めてインターネットを利用した売払

いを実施した。ＰＲについては、組合のホ

ームページと蕨、戸田両市のＳＮＳを活用

したとの説明がありました。 

  また、委員より、今後もインターネット

を利用した売払いを実施していくのかとの

質疑があり、事務局より、今回新型コロナ

ウイルスの影響のため、新たな方式で売払

いを実施したが、インターネットを利用し

た方式との課題や従来の方式との関係性を

整理して、継続して実施していきたいとの

説明がありました。 

  他の委員より、再生家具売払いの売れ残

り品の取扱いについて質疑があり、事務局

より、再生家具売払いは、まず入札方式で

実施し、その後売れ残りの先着販売を実施

している。それでも売れ残ったものは破砕

処理となるとの説明がありました。 

  また、委員より、先着販売の家具の値段

はどのように決めているのかとの質疑があ

り、事務局より、過去の売払いの動向から

考え、組合で設定しているとの説明があり

ました。 

  次に、第５目リサイクルフラワーセンタ

ー運営費について、委員より、障がい者の

雇用を就業体験の場と位置づけているのか、

それとも雇用の場と位置づけているのか。

また、今後も現在の２０名の雇用という規
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模を継続していくのかとの質疑があり、事

務局より、障がい者施設側での位置づけに

ついては、それぞれの施設の考えとなるが、

組合としては埼玉県の最低賃金を支払って

いることから、雇用の場に当たると考えて

いる。今後の雇用の規模については、スペ

ース、作業量から考えると、この規模を維

持していく考えであるとの説明がありまし

た。 

  他の委員より、委託料、時間帯を考えれ

ば、もう少し雇用を拡大できるのではない

かとの質疑があり、事務局より、リサイク

ルフラワーセンターは、生ごみをリサイク

ルして、花苗に還元するという趣旨に基づ

き実施されている。現在の施設、設備を使

っていくという部分も含めて障がい者の雇

用を拡大することは難しいと考えていると

の説明がありました。 

  また、委員より、今後、花苗以外の業務

で午後の時間帯なども考え、障がい者の雇

用拡大について検討していただきたいとの

要望がありました。 

  他の委員より、新型コロナウイルス感染

症によるリサイクルフラワーセンターの運

営への影響とモニタリングについて質疑が

あり、事務局より、リサイクルフラワーセ

ンターの新型コロナウイルス感染症の状況

については、施設担当者が毎日施設に行き、

また日報等でも確認している。現在のとこ

ろ業務に支障が出るような状況は発生して

いないとの説明がありました。 

  また、委員より、現在新型コロナウイル

スの感染が収まっているところだが、第６

波の懸念もあるため、安心して働ける環境

を委託事業者とつくっていただきたいとの

要望がありました。 

  以上で質疑を終結し、討論、採決に入り、

討論はなく、採決の結果、認定第１号中、

当委員会所管事項について、全員異議なく

認定すべきものと決定いたしました。 

  次に、議案第６号「令和３年度蕨戸田衛

生センター会計補正予算（第１号）」中、

当委員会所管事項について申し上げます。 

  本案は、質疑、討論はなく、採決の結果、

全員異議なく、原案どおり可決すべきもの

と決定いたしました。 

  以上をもちまして、業務常任委員会に付

託を受けました案件についてのご報告を終

わります。 

○三輪なお子議長 以上をもって、各委員長

の報告は終わりました。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎休憩の宣告 

○三輪なお子議長 委員長報告に対する質疑

通告受付のため、暫時休憩いたします。 

 

午前１０時２１分休憩 

午前１０時２１分再開 

 

◎再開の宣告 

○三輪なお子議長 休憩前に引き続き、会議

を開きます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎委員長報告に対する質疑 

○三輪なお子議長 これより各委員長報告に

対する質疑に入ります。 

  ただいまのところ、質疑の通告はありま

せん。 

  よって、質疑なしと認めます。 

  これをもって質疑を終結いたします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎休憩の宣告 

○三輪なお子議長 討論通告受付のため、暫

時休憩いたします。 

 

午前１０時２１分休憩 
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午前１０時２１分再開 

 

◎再開の宣告 

○三輪なお子議長 休憩前に引き続き、会議

を開きます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎討論、採決 

 ○認定第１号の採決－認定 

 ○議案第５号の採決－可決 

 ○議案第６号の採決－可決 

○三輪なお子議長 これより討論、採決に入

ります。 

  認定第１号「令和２年度蕨戸田衛生セン

ター組合会計歳入歳出決算認定について」、

討論の通告がありませんので、討論を終結

いたします。 

  これより採決に入ります。 

  本認定に関する各委員長の報告は、認定

であります。 

  本認定を各委員長の報告のとおり認定す

ることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○三輪なお子議長 ご異議なしと認めます。 

  よって、本認定は各委員長の報告のとお

り認定することに決定いたしました。 

  次に、議案第５号「職員の服務の宣誓に

関する条例の一部を改正する条例」につい

て、討論の通告がありませんので、討論を

終結いたします。 

  これより採決に入ります。 

  本案に関する委員長の報告は原案可決で

あります。 

  本案を委員長の報告のとおり決定するこ

とにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○三輪なお子議長 ご異議なしと認めます。 

  よって、本案は委員長の報告のとおり原

案を可決することに決定いたしました。 

  次に、議案第６号「令和３年度蕨戸田衛

生センター組合会計補正予算（第１号）」

について、討論の通告がありませんので、

討論を終結いたします。 

  これより採決に入ります。 

  本案に関する各委員長の報告は、原案可

決であります。 

  本案を各委員長の報告のとおり決定する

ことにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○三輪なお子議長 ご異議なしと認めます。 

  よって、本案は各委員長の報告のとおり

原案を可決することに決定いたしました。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎閉会中の継続審査事項の委員会付

託 

○三輪なお子議長 次に、議会運営委員会委

員長から会議規則第１０４条の規定により、

お手元に配付の閉会中継続審査事項表のと

おり、閉会中の継続審査の申出があります。 

  お諮りいたします。 

  本件は申出のとおり、閉会中の継続審査

に付することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○三輪なお子議長 ご異議なしと認めます。 

  よって、本件は申出のとおり閉会中の継

続審査に付することに決定いたしました。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎閉会の宣告 

○三輪なお子議長 以上をもちまして、本定

例会の日程は全部終了いたしました。 

  これをもって、令和３年第４回蕨戸田衛

生センター組合議会定例会を閉会いたしま

す。 

午前１０時２５分閉会 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
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